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 １０月０８日水曜日、愛知県後期高齢者医療高齢広域連合議会へ１６回目の不服審査請求提出行動を

行ないました。全日本年金者組合愛知県本部、新日本婦人の会愛知県本部、生活と健康を守る会愛知

県本部、愛知県社会保障推進協議会の４者から３6人の代表が参加しました。提出前に県庁前交差点で

宣伝行動を行ない、各団体の代表から高齢者の暮らしの実態、後期高齢者医療保険料や介護保険料負

担が生活をいかに圧迫しているかなど実態、保険料負担の軽減を訴えました。この場に、名古屋市議で

後期高齢広域議会委員の岡田ゆき子さんも激励に駆けつけ、委員として高齢者の立場で奮闘する報告

と決意が表明されました。その後、愛知県保健医療局健康医務部国民健康保険課保険・後期高齢者医

療グループを窓口に提出行動を行ないました。この日の提出は、年金者組合 715件、新日本婦人の会   

186件、生活と健康を守る会 22件の合計９２3件、その後も提出がされています。 

９月３０日、後期高齢者の「負担軽減策」が廃止、平均で年額 9,000円程度負担増            

令和４年（2022年）10月１日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は､医療費の窓口負

担割合が２割になりました。新たに導入された 2割に該当するのは、▽同一世帯の制度加入者の中に課

税所得が 28万円以上の人がいる▽同一世帯の加入者の「年金収入」＋「その他の合計所得金額」の合

計額が 1人の場合は 200万円以上、2人以上の場合は合計 320万円以上、の 2つを満たす場合とさ

れました。厚労省の推計によると、新たに 2割負担に該当する後期高齢者は約 370万人とされていま

す。窓口負担割合が２割となる方には負担を抑える配慮措置が設けられ、令和７年９月 30日までの間

は２割負担となる方に、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う１か月の負担増加額を 3,000円ま

でに抑えるというものでした。配慮措置が廃止されることにより、一定所得のある約 310万人の後期高

齢者の窓口負担が増加し、平均で年額 9,000円程度負担が増える見込みといわれます。さらに、財界

の要望に沿う形で「後期高齢者の窓口 2・３割」負担の拡大も狙われています。学び、行動しましょう！ 
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 ８月２５日（月）愛知県後期高齢者広域連合議会開催、傍聴者 18人が議会を見守る 

愛知県社保協と年金者組合は連盟で「後期高齢者医療制度の改善を求める請願書」を提出し、当日

は 18人が議会を傍聴しました。請願趣旨では、「202４-2５年度（令和６-７年度）の一人あたり年間保

険料（愛知県）は、202２-2３年度と比べて１２，２６４円（１３．４６%）の大幅な値上げとなりました。高齢者

の医療費窓口負担増や物価高騰などが続いているもとで高齢者の生活を更に厳しくするものです。国に

おいては、後期高齢者の窓口負担割合引き上げや高額療養費の自己負担限度額の引き上げ、ＯＴＣ類

似薬の保険適用除外なども検討されています。愛知県後期高齢者医療広域連合議会として、国庫負担

割合の増加、患者窓口負担増の中止を求める意見書を出すなどの取り組みを求めます」と述べ、請願項

目は「①高齢者に耐えがたい負担となっている保険料を引下げてください」以下 6点と国への意見書提

出６点を求めました。 議会の審議では、岡田ゆき子（名古屋市）、石田ひろのぶ（春日井市）両議員が,事

務局提案への意見や請願書への賛成発言など行なってくれました。結果は不採択でしたが、引き続き後

期高齢者医療広域連合議会への働きかけをすすめていきます。 

 

 「後期高齢者医療制度」は、2008年に創設されましたが、制度発足前から高齢者を中心に国

民的批判が広がるなかでのスタートでした。75歳以上の人すべてと 65～74歳の人で一定の

障がいの状態にある人が対象となる医療保険で、加入高齢者の自己負担は原則 1割としつつ、

例外として現役並み所得がある人は 3割としました。現役並みの所得とは、同一世帯内にいる制

度加入者の住民税課税所得 145万円以上で、かつ世帯（加入者以外の現役世代の世帯員も含

む）合計収入が 520万円以上（単身は 383万円以上）の場合とされました。2014年度からは

3割負担基準が世帯内に課税所得 145万円以上の加入者がいる場合のみに変更されました。

ただし、この場合でも世帯収入が 520万円未満（単身 383万円未満）の場合は、申請により 1

割に変更できました。その後 2022年 10月１日から、75歳以上の方等で一定以上の所得があ

る方は､医療費の窓口負担割合が２割になりましたが、負担軽減措置が２０２５年９月３０日まで設

けられていました。 


